
平成２４年３月３１日で指定有効期間の６年を満了する介護予防
サービスの更新手続きについて

１ 対象サービス
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護（訪問看護ステーションに限る。）
・介護予防通所介護
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与、
・特定介護予防福祉用具販売

２ 更新申請手続きについて
（１）居宅サービスと介護予防サービスともに平成24年３月31日に有効期限満了を迎える場

合（介護予防サービスのみ指定を受けている場合を含む）（従来どおりの更新手続き）
各サービスの「申請・届出の手引き」に記載のとおり、居宅サービス及び介護予防サ
ービスの申請書類等を更新月の前々月末日（今回の場合平成24年２月29日（水））まで
に事業所所在地を所管する県民局健康福祉部へ提出する。

居宅ｻｰﾋﾞｽ及び介護予防 指定更新日 更新お知らせ 申請書提出期限
ｻｰﾋﾞｽの指定有効期限

Ｈ２４.３.３１ Ｈ２４.４.１ Ｈ２３.１２末頃 Ｈ２４.２.２９

（２）介護予防サービスは平成24年３月31日に有効期間満了するが、居宅サービスの有効期
間満了日は平成24年３月31日以外の場合 （今回、新設した更新手続き）
① 居宅サービスの有効期限満了日が平成24年４月１日以降の場合（平成２３年度の特例）

県から『申請すべき月』の前々月末日を目途に、介護予防の更新についての「お知ら
せ」を各事業所等に送付するので、事業者は「お知らせ」で指定した期日までに介護予
防に係る申請書類を事業所所在地を所管する県民局健康福祉部へ提出する。
（注）『申請すべき月』は県が新たに夏以降設定するものなので留意してください。
（例）介護予防サービスの更新申請書の『申請すべき月』の申請〆切日が平成24年12月

28日の場合、介護予防サービスの更新申請の「お知らせ」は、平成24年10月末日頃
送付することとなる。

介護予防ｻｰﾋﾞｽの 指定更新日 更新お知らせ 申請書提出期限
指定有効期限

Ｈ２４.３.３１ Ｈ２４.４.１H２３.７月末～11月 H23.9月末～H24.1
末に送付を予定 月末を予定

② 居宅サービスの有効期限満了日が平成24年３月30日以前の場合（例：居宅サービス
が平成23年7月31日満了、介護予防サービスが平成24年３月31日満了の場合）
（ⅰ）居宅サービスの更新について

各サービスの「申請・届出の手引き」に記載のとおり、居宅サービスに係る申請
書類等を更新月の前々月末日（例で示したケースでは、平成23年6月30日までに事
業所所在地を所管する県民局健康福祉部へ提出する。

（ⅱ）介護予防サービスの更新について
県から『申請すべき月』の前々月末日を目途に、介護予防の更新についての「お



知らせ」を各事業所等に送付するので、指定した期日までに介護予防に係る申請書
類を事業所所在地を所管する県民局健康福祉部へ提出する。
（注）『申請すべき月』は県が新たに夏以降設定するものなので留意してください。
【※特例】 ただし、次のⅰ）～ⅳ）の条件を満たす場合、居宅サービスの有効期
間満了日と介護予防サービス有効期間満了日を同一日にすることを可能としま
す。

ⅰ）居宅サービスと介護予防サービスを同一の事業所において一体的に実施してい
ること。

ⅱ）当該手続きは事業者の希望により行うものであり、居宅サービスの更新申請と
同時に行うこと。

ⅲ）介護予防サービスを居宅サービスの指定有効期間満了日で廃止する旨の届出（様
式第４号）を行うこと。

ⅳ）居宅サービスに係る申請書類一式に加え、介護予防サービスに係る指定・許可
申請書（様式第１号）に介護給付費算定に係る体制等の届出書、介護給付費算定
に係る体制等状況一覧表、介護保険法第115条の２第２項各号に該当しない旨の
誓約書（参考様式９－１－２）及び介護予防サービスの更新申請時に添付を求め
られているもののうち居宅サービスの更新申請に添付したもの以外を添付するこ
と。

ⅴ）この手続きは、介護予防サービスの廃止及び新規指定となるが、介護予防サー
ビスの更新時期を居宅サービスの更新時期に合わせることを目的におこなう事務
処理であるため、介護給付費等算定等に何ら影響を与えません。

居宅ｻｰﾋﾞｽ 更新お 申請書提 指定更新 介護予防ｻｰ 更新お知 申請書提出 指定更新
の指定有 知らせ 出期限 日 ﾋﾞｽの指定 らせ 期限 日
効期限 有効期限

（例示） （例示） （例示） （例示） H23.7月末 H23.9月末～H24.4.1
H23.7.31 H23.4末 H23.6.30 H23.8.1 H24.3.31～11月末 H24.1月末を

に送付を 予定
予定

３ その他
（１）指定更新のお知らせについて

お知らせは、県に届け出している事業所（又は事業者）所在地へお送りしますが、県へ
の事業所等の移転の届け出を行っていない場合等の事情により、届かない場合もあります。
この場合でも、更新の手続きを行わないと有効期間の満了により指定の効力を失うこと

となるので各事業者において十分留意のこと。

（２）指定更新通知等について
① 居宅サービスの有効期間満了日と介護予防サービス有効期間満了日を同一日にする場
合（上記特例適用）は、居宅サービスに係る指定更新通知、介護予防サービスに係る廃
止届出受理通知及び指定通知を居宅サービスの有効期間満了日の属する月に送付する。

② その他の場合については、平成２４年３月末に介護予防サービスに係る指定更新通知
を送付する。

（３）みなし事業所の取扱い
次の事業については、原則として、本体施設（介護老人保健施設、介護療養型医療施設）

の更新手続きを行うことで介護予防サービスのみなし指定がされる。その手続き等につい
ては、各サービスの集団指導資料等で確認のこと。

【対象サービス】
介護予防通所リハビリテーション（介護老人保健施設）、介護予防短期入所療養介護

（４）地域密着型介護予防サービスについて
市町村が指定権限を有する地域密着型介護予防サービス（介護予防認知症対応型通所介

護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防支
援事業）の取扱いについては、指定を受けた市町村に確認されたい。


